
外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和 37 年富山県規則第 10 号。以下「規

則」という。）第 21 条の規定に基づき、外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助

金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「補助事業者」とは、県内に事務所を有している次の受入機関

をいう。 

(1)   外国人を雇用している企業（中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第

１項に規定する中小企業者に限る。）又は個人事業主 

(2)  外国人を雇用している常時使用する従業員の数が 100 人以下である中小企業基本

法に規定する法人以外の法人（農事組合法人、漁業協同組合等） 

２ 前項に該当する場合であっても、次のいずれか１つでも該当する場合は、補助事業者

として認めない。 

(1)   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に

規定する接待飲食等営業（料亭を除く。）及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営

業を受託して営業を行う事業者 

(2)  役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められる事業者 

(3)  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者 

(4)  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者 

(5)  役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められる事業者 

(6） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる事業者 

(7） 県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと

認められる事業者 

３ この要綱において「補助事業」とは、外国語業務マニュアル・専門用語語彙リスト等

の作成、社内多言語化のための翻訳、翻訳機械・通訳システム等の導入、日本人従業員

向けの社内研修（外国人材とのコミュニケーション方法、やさしい日本語など）等、補

助事業者が雇用している外国人材が働きやすい職場環境整備を目的に実施する事業をい

う。 

（補助金の交付） 



第３条 知事は、外国人材が働きやすい職場環境整備を図るために、補助事業者が行う補

助事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。た

だし、国若しくは県の他の補助金を現に受けて事業を実施している場合又は実施する予

定である場合は、この補助金の対象とならないものとする。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率並びに限度額は、次の表のと

おりとする。 

（注１）交付決定年度の２月末までに実施する事業を対象とする。 

（注２）補助対象外経費は以下のとおりとする。 

(1)翻訳機械・通訳システム等のランニングコスト 

(2)補助事業に要したことが明確に区分できない経費  

例 社用車のガソリン代、電話代 等  

(3)税抜き単価１,０００円未満の消耗品  

(4)補助事業において備品等を購入する際にかかる配送料  

(5)補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費 

(6)汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費  

例  パソコン、プリンター、タブレット端末 等  

 (7)外国人材個人に貸与もしくは支給されるもの 

   例 自転車、バイク 等 

(8)公租公課 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書（様式第１号）

を知事に提出するものとする。 

２ 前項の補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

補助対象経費（※１） 補助率 補助限度額 

補助事業に要する経費のうち、委託料（外国 

語業務マニュアル・専門用語語彙リストの作成                         

等）、備品購入費（翻訳機械・通訳システム等の導入

費用等）、需用費（日本人従業員向け社内研修（以下、

社内研修という。）テキスト代、マニュアル・語彙リ

スト印刷代等）、役務費（翻訳料等）、謝金（社内研

修講師への謝礼金）、旅費（社内研修講師の交通費）、

使用料（社内研修会場費）、その他外国人材の受入に

必要な経費で知事が適当と認めるもの（県外国人共

生社会推進課への事前協議が必要） 

補助対象経費の

２分の１以内 

300千円 

/一企業 



(2) 補助事業者概要書（様式第３号） 

(3) 受託事業者概要書(様式第４号)(委託して補助事業を行う場合に限る。) 

(4) 収支予算書（様式第５号）  

(5) 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料 

(6) 外国人を雇用していることを証する書類（雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿

の写し等） 

(7) 振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し（通帳１ページ目の見開き部分） 

(8) その他参考となる資料 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、前条第１項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査

を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものと

する。 

（交付条件） 

第７条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更する場合においては、補助事業者

は、あらかじめ、変更承認申請書（様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けるこ

と。ただし、次条に定める軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止（廃止）承認申請書（様式第

７号）を知事に提出し、その承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。 

(4) 補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算し

て５年間、保管すること。 

（軽微な変更） 

第８条 前条第１号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(1) 補助事業者を変更すること。 

(2) 事業の内容を変更すること。 

(3) 事業費の 20パーセント以上の変更をすること。 

（交付決定の取消し） 

第９条 知事は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第 15条の規定により

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(2) 第７条各号に掲げる交付条件に違反したとき、又は同条第３号の知事の指示に従わ

なかったとき。 

（補助金の返還） 

第 10条 知事は補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されて



いるときは、規則第 16条第 1項の規定により、期限を定めてその返還を求めるものとす

る。 

（状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、規則第 10 条の規定により知事から求めがあった場合は、補助事

業の遂行状況について、状況報告書（様式８号）を、知事に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業を終えた日から 21 日以内または当該年度の３月５日の

いずれか早い日までに実績報告書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。 

(1) 事業実施報告書（様式第 10号） 

(2) 収支決算書（様式第 11号） 

(3) 支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等) 

(4) その他参考となる資料 

（補助金の支払） 

第 13 条 知事は、規則第 13 条第１項の規定により、交付すべき補助金の額を確定したの

ち、当該補助金を支払うものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければな

らない。ただし、消費税及び地方消費税額を補助対象経費に含めない場合は、この限り

でない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 附 則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


